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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　汚染物質を含み且つ粒子径０．０７５ｍｍ以上の粗粒土壌粒子と粒子径０．０７５ｍｍ
未満の細粒土壌粒子とで構成される土壌粒子を、前記粗粒土壌粒子の２～４０質量％を前
記細粒土壌粒子に移行させる摩砕処理を行い、前記摩砕処理後の粗粒土壌粒子と細粒土壌
粒子に水を加えて土壌スラリーとし、
　前記土壌スラリーを、攪拌機を有しない柱状の浄化槽内に供給し、前記浄化槽は分級お
よび泡沫浮上の両方の機能を有し、前記浄化槽の下部から前記土壌スラリーに向けて空気
を供給して、前記土壌粒子の一部を泡沫とともに浮上させて回収し、前記土壌粒子に含ま
れる細粒土壌粒子および粗粒土壌粒子の残部を前記浄化槽に沈降させることを特徴とする
、汚染土壌の浄化方法。
【請求項２】
　前記土壌スラリーを前記浄化槽の上部から前記浄化槽内に供給し、沈降した土壌スラリ
ーを前記浄化槽の下部より排出し、
　このときの前記土壌スラリーの供給速度を排出速度よりも大きくして越流を発生させる
ことを特徴とする、請求項１に記載の汚染土壌の浄化方法。
【請求項３】
　前記土壌スラリーにおいて、土壌粒子の濃度を１０～７０質量％に調整することを特徴
とする、請求項１または２に記載の汚染土壌の浄化方法。
【請求項４】
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　前記摩砕処理で、前記粗粒土壌粒子の５～３０質量％を前記細粒土壌粒子に移行するこ
とを特徴とする、請求項１～３のいずれかに記載の汚染土壌の浄化方法。
【請求項５】
　前記汚染物質が重金属であることを特徴とする、請求項１～４のいずれかに記載の汚染
土壌の浄化方法。
【請求項６】
　摩砕手段と、土壌スラリー貯留槽と、浄化槽とが順次連結された汚染土壌の浄化装置で
あって、
　前記浄化槽は、攪拌機を有しない柱状であり、スラリー供給手段と、空気供給手段と、
上部排出手段と、下部排出手段を備え、分級および泡沫浮上の両方の機能を有し、
　前記摩砕手段では、汚染物質を含む土壌粒子が摩砕処理され、粒子径０．０７５ｍｍ以
上の粗粒土壌粒子の２～４０質量％を粒子径０．０７５ｍｍ未満の細粒土壌粒子に移行さ
せ、
　前記土壌スラリー貯留槽では、摩砕された前記土壌粒子に水を加えた土壌スラリーが貯
留され、
　前記浄化槽では、前記スラリー供給手段から前記土壌スラリーが供給され、前記空気供
給手段から空気が供給され、前記上部排出手段から泡沫及び／又は越流水が排出され、前
記下部排出手段から沈降物が排出されることを特徴とする汚染土壌の浄化装置。
【請求項７】
　前記空気供給手段は、孔径０．００５ｍｍ～５０ｍｍの孔を複数有する散気装置である
ことを特徴とする、請求項６に記載の汚染土壌の浄化装置。
【請求項８】
　前記空気供給手段による空気の散気速度が、前記浄化槽の断面積に対して１～４００ｍ
３／ｍ２／ｈであることを特徴とする、請求項６または７に記載の汚染土壌の浄化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、重金属や油などで汚染された土壌を浄化するための浄化方法および浄化装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、土壌と重金属との選別には、浮遊選鉱の原理を応用した泡沫浮上法が行われてい
る。その装置としては、鉱山設備を流用できることから、インペラの回転を利用した一般
的な浮選機が利用されてきた（例えば特許文献１）。ところが、建設費や操業費が高いう
え、大きな設置床面積を必要とするという課題があった。
【０００３】
　そのため、選鉱分野では、近年、反応塔内で鉱石パルプと空気とを向流接触させるカラ
ム浮選機が導入されている。カラム浮選機は、円筒または角柱状の外形を有し、底部に気
泡発生装置、中間部に給鉱部、最上部に浮鉱排出口を備えている。最上部からは洗浄水が
スプレーされ、尾鉱は底部から排出される。カラム浮選機は、給鉱部よりも上側に、スプ
レー水により洗われて土壌の精選が進行するクリーニングゾーン（精選域）、給鉱部より
も下側に、給鉱中の浮き易い粒子を気泡で捕集して上部へ送るリカバリーゾーン（捕集域
）を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１８６０５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　ところが、カラム浮選機は、得られる精鉱品位が向上する反面、収率は従来型浮選機よ
り劣るため、主に精選工程に導入されてきた。しかし、鉱山設備を土壌浄化装置として用
いる場合には、精鉱の濃縮効果は重要ではなく、汚染物質の収率を上げることが要求され
る。また、一般的に、細粒化するほど精選効率が向上するため、カラム浮選機は、鉱石が
よく細粒化されたスラリー、例えば５０％分級点が１３０μｍ程度まで摩砕されたスラリ
ーを対象に使用されている。
【０００６】
　本発明は上記課題を鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、汚染物質をより高い
収率で回収できる汚染土壌の浄化方法および浄化装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明においては、摩砕機にて粉砕媒体を用いて、汚染物質を含有している所定粒度範
囲の土壌粒子の表面を強く研磨して細粒化し、スラリー原料である汚染土壌を、比較的細
かい汚染物質粒子と、汚染物質が剥離された比較的粗い土壌粒子とに分ける。また、高さ
を有する浄化槽を用い、土壌スラリー中の粗粒土壌粒子と細粒土壌粒子との沈降分離スピ
ードの差を利用することで、汚染物質が濃縮している細粒土壌粒子を上部から越流させ、
分級する機能を有する。さらに、浄化槽に気泡を導入することによって、界面活性化させ
た細粒土壌粒子および粗粒土壌粒子の一部を気泡に付着させ越流させることにより、分級
効果のみでは粗粒に分級される粗粒土壌粒子までも効果的に浮上させて回収する。あるい
は、浄化対象とする土壌の汚染物質が油あるいはその他の疎水性化学物質のみに限られる
場合は、摩砕機を用いずに分離回収機のみを用いてもよい。
【０００８】
　すなわち、本発明は、汚染物質を含み且つ粒子径０．０７５ｍｍ以上の粗粒土壌粒子と
粒子径０．０７５ｍｍ未満の細粒土壌粒子とで構成される土壌粒子を、前記粗粒土壌粒子
の２～４０質量％を前記細粒土壌粒子に移行させる摩砕処理を行い、前記摩砕処理後の粗
粒土壌粒子と細粒土壌粒子に水を加えて土壌スラリーとし、前記土壌スラリーを、攪拌機
を有しない柱状の浄化槽内に供給し、前記浄化槽は分級および泡沫浮上の両方の機能を有
し、前記浄化槽の下部から前記土壌スラリーに向けて空気を供給して、前記土壌粒子の一
部を泡沫とともに浮上させて回収し、前記土壌粒子に含まれる細粒土壌粒子および粗粒土
壌粒子の残部を前記浄化槽に沈降させることを特徴とする、汚染土壌の浄化方法を提供す
る。
【０００９】
　この浄化方法において、前記土壌スラリーを前記浄化槽の上部から前記浄化槽内に供給
し、沈降した土壌スラリーを前記浄化槽の下部より排出し、このときの前記土壌スラリー
の供給速度を排出速度よりも大きくして越流を発生させてもよい。
【００１０】
　前記土壌スラリーにおいて、土壌粒子の濃度を１０～７０質量％に調整することが好ま
しい。さらに、前記摩砕処理で、前記粗粒土壌粒子の５～３０質量％を前記細粒土壌粒子
に移行することが好ましい。前記汚染物質が重金属でもよい。
【００１１】
　さらに、本発明は、摩砕手段と、土壌スラリー貯留槽と、浄化槽とが順次連結された汚
染土壌の浄化装置であって、前記浄化槽は、攪拌機を有しない柱状であり、スラリー供給
手段と、空気供給手段と、上部排出手段と、下部排出手段を備え、分級および泡沫浮上の
両方の機能を有し、前記摩砕手段では、汚染物質を含む土壌粒子が摩砕処理され、粒子径
０．０７５ｍｍ以上の粗粒土壌粒子の２～４０質量％を粒子径０．０７５ｍｍ未満の細粒
土壌粒子に移行させ、前記土壌スラリー貯留槽では、摩砕された前記土壌粒子に水を加え
た土壌スラリーが貯留され、前記浄化槽では、前記スラリー供給手段から前記土壌スラリ
ーが供給され、前記空気供給手段から空気が供給され、前記上部排出手段から泡沫及び／
又は越流水が排出され、前記下部排出手段から沈降物が排出されることを特徴とする汚染
土壌の浄化装置を提供する。
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【００１２】
　前記空気供給手段は、孔径０．００５ｍｍ～５０ｍｍの孔を複数有する散気装置でもよ
い。また、前記空気供給手段による空気の散気速度が、前記浄化槽の断面積に対して１～
４００ｍ３／ｍ２／ｈでもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、汚染土壌の一部を一定粒度まで摩砕処理することで、汚染物質と土壌
粒子とが効率よく分離され、効果的な浄化が可能となる。また、粗粒を含む汚染土壌であ
っても、汚染物質粒子を高い収率で回収できるため、粗粒粒子を含む大容量のスラリー状
汚染土壌を、小面積のスペースで浄化処理することが可能となる。
【００１４】
　さらに、本発明によれば、柱状分離回収機には、大型の回転インペラ等の駆動や広い設
置床面積が必要ではなく、低コストで実現可能であり、しかも汚染物質粒子の分離回収能
力が優れている。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明による汚染土壌の浄化装置の概略図である。
【図２】実施例１における処理バランスを示す図である。
【図３】実施例２～５、比較例１における粗流土壌の移行率を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態を、図を参照して説明する。
【００１７】
　本発明は、鉛等の重金属や油などで汚染された土壌を浄化する方法であって、使用場所
を問わず広く実施することができる。本発明では、汚染物質を含んだ土壌を、予め水を加
えてスラリー化した状態で浄化装置へ供給することを原則とする。
【００１８】
　図１は本発明にかかる浄化装置１の例であり、汚染物質を含む土壌粒子８を摩砕する摩
砕機２、土壌粒子８を摩砕処理した後に水を加えてスラリー状にした土壌スラリー９を一
時的に貯留する土壌スラリー貯留槽３、土壌スラリー９を浄化する浄化槽として用いられ
る柱状分離回収機４、柱状分離回収機４へ空気を供給する空気供給装置５を備えている。
【００１９】
　図１では省略しているが、摩砕機２に入れる前の土壌粒子は、粒子径０．０７５ｍｍ未
満の細粒土壌粒子と、それよりも大きい粒子径の粗粒土壌粒子とを含む。これら土壌粒子
としては、例えば、最大粒子同士の粒径差が２５～３０倍となるものが使用できる。
【００２０】
　摩砕機２では、粉砕媒体１２を用いて、粗粒土壌粒子の２～４０質量％が細粒土壌粒子
に移行するように摩砕する。汚染物質の除去効率をより高める点からは、細粒土壌粒子へ
の移行率を５～３０質量％とすることが好ましい。例えば２ｍｍ～０．０７５ｍｍの粒度
範囲内の粗粒土壌粒子は、摩砕することで、汚染物質粒子と、汚染物質粒子が剥離された
清浄土壌粒子とに分離される。このように摩砕処理をすることで汚染物質が効率的に除去
でき、処理後の土壌粒子の再利用が可能となる。なお、各粒度範囲に含まれる土壌質量の
比率は、ＪＩＳ規格‐標準ふるい (公称目開き０．０７５ｍｍ，０．１５ｍｍ，０．３ｍ
ｍ，０．５ｍｍ，１．０ｍｍ，２．０ｍｍ，５．０ｍｍ，１０．０ｍｍを使用)を使用し
て求める。分級装置は、例えば、湿式サイクロンやハイメッシュセパレーターなどを使用
できる。
【００２１】
　摩砕機２は、例えば円筒形状の回転体からなる摩砕機本体１１の内部に、所要量の粉砕
媒体１２を入れたものであり、汚染土壌粒子８を摩砕する機構を有する装置として一般的
な各種ミルやスクラバー等の湿式摩鉱機を用いることができる。粉砕媒体１２としては、
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例えば、直径１０ｍｍ～３００ｍｍ（好ましくは１５ｍｍ～１５０ｍｍ）の金属製（好ま
しくは鉄製）のボールや、直径２０ｍｍ～３００ｍｍ（好ましくは３０ｍｍ～２００ｍｍ
）の金属製（好ましくは鉄製）のロッドが用いられる。摩砕機２に入れる粉砕媒体１２の
量は、例えば５００ｋｇ～１５００００ｋｇとする。なお、摩砕機２は、複数台を組み合
わせて使用してもよく、使用する粉砕媒体１２の種類や大きさは、対象とする汚染土壌に
応じて決定するのが好ましい。また、状況に応じて、湿式サイクロンを併用することで閉
回路を用いることもできる。
【００２２】
　土壌スラリー貯留槽３は、土壌スラリー９を一時的に溜めることができる機能を有して
いれば、その形状や材質は問わない。土壌スラリー貯留槽３内には、一般的な攪拌機能を
有するインペラや水中ミキサ等の攪拌手段を用いたスラリー攪拌機を備えることが好まし
い。
【００２３】
　さらに、土壌スラリー貯留槽３には、柱状分離回収機４へ土壌スラリー９を供給するた
めの供給ポンプ１３と、土壌スラリー９の移送経路となるスラリー供給配管１４が設けら
れている。
【００２４】
　柱状分離回収機４は、本体２１が好ましくは高さ１ｍ以上（さらに好ましくは３ｍ～１
５ｍ）の柱状であり、形状は円筒や四角柱、その他の任意の形状の柱状で構わない。柱状
分離回収機４の本体２１に、スラリー供給配管１４を移送されてきた土壌スラリー９を柱
状分離回収機４内へ供給するためのスラリー供給口２５が設けられている。スラリー供給
口２５は、本体２１の中間よりも上部に設けることが、効率的な分離回収を行うために好
ましい。本体２１の下方には、柱状分離回収機４の底部から一定量のスラリー状沈降産物
を排出する機能を有する引き抜きポンプ２２が設けられ、さらに本体２１の底部に散気装
置２３が配置される。また、柱状分離回収機４の最上端には、汚染物質を捕集した泡沫１
０を越流回収する泡沫排出口２４が設けられている。これらの基本的な構造に加えて、本
体２１の下方の側面から、例えば０．５ｍｍ以下程度の所定粒度の粒子を含む土壌スラリ
ー９を抜き出し、再度柱状分離回収機４内の上方へ導入するための閉回路システム２６を
設けてもよい。
【００２５】
　空気供給装置５としては、一般的な散気装置であるコンプレッサやルーツブロアを用い
ることができるが、これらの形式に限定されることはない。空気供給量は、柱状分離回収
機４の断面積１ｍ２当り１～４００ｍ３／ｈ（好ましくは１０ｍ３／ｍ２／ｈ～３００ｍ
３／ｍ２／ｈ）とする。空気供給装置５からの空気は、散気装置２３へ供給される他、ス
ラリー供給配管１４や閉回路システム２６へも供給可能であり、配置位置は図１の例に限
らない。
【００２６】
　散気装置２３としては、孔径０．００５ｍｍ～５０ｍｍの複数の孔を有する散気管、メ
ンブレン等のディフューザ、または、空気あるいは空気と水のジェット式エアレータ等が
用いられ、気泡径５μｍ～５０ｍｍ（好ましくは０．１ｍｍ～２０ｍｍ）の気泡を発生さ
せる。散気装置２３は、上記のうちいずれか一種類ではなく、複数の装置を組み合わせて
用いてもよい。
【００２７】
　さらに、柱状分離回収機４の最上端において、汚染物質粒子を付着した泡沫１０の泡沫
排出口２４への越流性を助長するために、回転式のパドル等を設けてもよい。
【００２８】
　以上の構成を有する浄化装置１による汚染土壌の浄化方法について説明する。
【００２９】
　例えば鉛等の重金属による汚染物質を含む例えば２ｍｍ～０．０７５ｍｍの粒度範囲内
の粗粒土壌粒子８を、摩砕機２に供給する。摩砕機２では、粉砕媒体１２によって土壌粒
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子８が摩砕され、摩砕処理された土壌が土壌スラリー貯留槽３へ送られる。なお、汚染物
質の種類によって、土壌スラリー貯留槽３へは、粒子が１０ｍｍ以下（好ましくは２ｍｍ
以下）となるように分級で粗粒を除去するか、摩砕機２によって粗粒の粉砕を行ってから
、土壌を供給する。
【００３０】
　土壌スラリー貯留槽３内において、土壌は、必要に応じて水で希釈され、スラリー濃度
１０％～７０質量％に調整された土壌スラリー９となって、供給ポンプ１３、スラリー供
給配管１４を介して、柱状分離回収機４へ移送される。また、土壌スラリー貯留槽３では
、土壌スラリー９に気泡剤の添加が行われる。使用する気泡剤は、一般的な気泡剤でよく
、必要に応じて、条件剤、活性剤、捕集剤、抑制剤などを添加してもよい。
【００３１】
　柱状分離回収機４の中間よりも上部に設けられたスラリー供給口２５から、土壌スラリ
ー９が供給されるとともに、柱状分離回収機４の下部の散気装置２３から気泡が吹き付け
られ、土壌スラリー９と気泡が接触する。これにより、汚染物質を含む細粒土壌粒子、例
えば、疎水性あるいは疎水化した汚染物質を含む細粒土壌粒子、コロイドが、泡沫ととも
に柱状分離回収機４の上方へ浮上する。この汚染物質を含む泡沫１０を泡沫排出口２４か
ら排出させ、フロスとして回収する。一方、土壌スラリー９中の粗粒土壌粒子は徐々に沈
降し、柱状分離回収機４の底部から、引き抜きポンプ２２を介して、沈降産物として排出
される。なお、ここで、フロスとは、洗浄液中に浮遊する汚染物質、またはこれを含んだ
土砂の細粒分等が気泡剤に吸着（捕集）された絹綿状の浮遊物を示す。
【００３２】
　なお、供給ポンプ１３による土壌スラリー９の供給量と、引き抜きポンプ２２による沈
降産物の引き抜き量を調整管理することにより、柱状分離回収機４内の水位を一定に保つ
ようにする。あるいは、引き抜きポンプ２２による沈降産物の引き抜き量よりも、供給ポ
ンプ１３による土壌スラリー９の供給量を多くして、沈降速度が速い粗粒土壌粒子を急速
に沈降させ、沈降速度の遅い細粒土壌粒子を越流水とともに回収することによって、土壌
スラリー９中の粒子から剥離された汚染物質の細粒粒子を除去することもできる。
【００３３】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明はかかる例に限定されない
。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変
更例または修正例に想到しうることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技
術的範囲に属するものと了解される。
【実施例】
【００３４】
　（実施例１）
　以上述べた条件に基づいて、本発明にかかる浄化装置により、汚染土壌の浄化処理を実
施した。
【００３５】
　先ず、汚染土壌に分級処理を施して２ｍｍ超の礫石を除いた。摩砕処理に用いる摩砕機
２として、直径４０ｍｍ以下の鉄球を１７５０ｋｇ充填した直径１８００ｍｍ、長さ４０
００ｍｍの第一のスクラバーと、直径４０ｍｍ以下の鉄球を４０００ｋｇ充填した直径１
８００ｍｍ、長さ４３００ｍｍの第二のスクラバーを直列に配置した。この摩砕機によっ
て、スラリー濃度５０％の汚染土壌粒子を、２５ｍ３／ｈで摩砕処理した。摩砕処理は、
０．０７５ｍｍ～２ｍｍの粒度範囲内の粗粒土壌粒子の０．０７５ｍｍ未満への移行率が
１６質量％となるように行った。
【００３６】
　摩砕処理後、土壌スラリー貯留槽３で、捕集剤および気泡剤と１８ｍ３／ｈの希釈水を
添加し、スラリー濃度３２％の汚染土壌スラリーとして、柱状分離回収機４へ４５ｍ３／
ｈで供給した。柱状分離回収機４は、１辺が２２００ｍｍ、高さ５８００ｍｍの四角柱と
し、高さ５４００ｍｍの位置にスラリー供給口２５を設け、本体２１内へ土壌スラリーを
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供給するとともに、引き抜きポンプ２２による沈降産物の引き抜き量を３７ｍ３／ｈ、泡
沫排出口２４からのフロスの回収量を８ｍ３／ｈとした。この条件において、鉛含有量６
１８ｍｇ／ｋｇの汚染土壌の処理を実施した。柱状分離回収機４に供給された汚染土壌ス
ラリーと、フロスとして回収された浮上回収汚染物質ならびに沈降産物のマテリアルバラ
ンスを図２に示す。
【００３７】
　図２に示すように、供給した２ｍｍ以下の土壌粒子のうち、５．８質量％が泡沫ととも
に分離回収され、９４．２質量％が沈降粒子として得られた。得られた沈降粒子の鉛含有
量は２９４ｍｇ／ｋｇ、浮上粒子の鉛含有量は５９１３ｍｇ／ｋｇとなり、５５．２％の
鉛を汚染土壌スラリーから分離回収することができた。
【００３８】
　浮上回収により分離回収された５５．２％の鉛のうち、０．０７５ｍｍ未満の細粒粒子
が４３．８％と約８０％を占め、摩砕機において細粒化された鉛粒子を効果的に回収する
ことができた。０．０７５ｍｍ以上の粗粒粒子の浮上回収重量は、供給重量の約１％と少
ないが、８８００ｍｇ／ｋｇの鉛高含有量粒子を選択的に分離回収することができた。
【００３９】
　土壌浄化の装置として優れていると評価される基準は、鉛粒子の濃縮性（精選）ではな
く、単純に、より多くの鉛を分離回収することである。本実施例の浄化方法で浮上回収さ
れた鉛粒子は、図２に示すように、０．０７５ｍｍ未満の細粒粒子からの回収率が特に高
いだけでなく、０．０７５ｍｍ～２ｍｍ範囲の粗粒粒子からも効果的に鉛含有粒子を回収
できている。これより、本発明の浄化装置は、粒度範囲によらず、効果的に重金属粒子の
回収性が可能であり、土壌の浄化装置として優れていると言える。
【００４０】
　また、本発明で用いられる柱状分離回収機は、大型の回転インペラ等の駆動を必要とせ
ず、また、設置床面積も縮小できることから、従来型浮選機の課題であった建設と運転に
要するコストを低減できる。したがって、汚染物質粒子の分離回収能力向上とコスト削減
の両立を果たすことができる。
【００４１】
　（実施例２～５、比較例１）
　実施例１で用いた土壌粒子を摩砕処理するにあたり、摩砕機２における運転条件を替え
ることで、０．０７５ｍｍ～２ｍｍの粒度範囲内の粗粒土壌粒子の０．０７５ｍｍ未満へ
の移行率を、０質量％（比較例１）、２質量％（実施例２）、７質量％（実施例３）、１
６質量％（実施例４）、３８質量％（実施例５）となるように調整した。その他は実施例
１と同様の条件により汚染土壌の処理を行った。
【００４２】
　これらの処理における、供給土壌からの鉛含有量の低減率を図３のグラフに示す。なお
、鉛含有量の低減率は、次式
（鉛含有量低減率）＝［（供給土壌の鉛含有量－処理後土壌の鉛含有量）／（供給土壌の
鉛含有量）］×１００
より求めた。この低減率が大きいほど、処理に伴う土壌からの鉛除去効果が高いことを示
す。
【００４３】
　図３に示すように、比較例１（移行率０質量％）では、処理土壌の全粒度範囲に対する
鉛含有量の低減率では２０％に達するものの、０．０７５ｍｍ以上の粗粒土壌のみに対し
ては、鉛含有量の低減率が３％と殆ど鉛が除去されなかった。これに対し、実施例２～５
（移行率２質量％以上）では、０．０７５ｍｍ以上の粗粒土壌からも鉛含有量の低減が可
能となった。言い換えれば、粗粒土壌を細粒土壌とする摩砕処理を行わない場合は、柱状
分離回収機４にて回収される鉛粒子は０．０７５ｍｍ以下の細粒粒子に限られてしまうと
言える。
【産業上の利用可能性】
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【００４４】
　本発明は、汚染土壌の浄化装置として広く利用され、特に高濃度の重金属汚染土壌や油
汚染土壌に対する経済的な土壌浄化装置として適用できる。
【符号の説明】
【００４５】
１　　浄化装置
２　　摩砕機
３　　土壌スラリー貯留槽
４　　柱状分離回収機
５　　空気供給装置
８　　土壌粒子
９　　土壌スラリー
１０　泡沫
１１　摩砕機本体
１２　粉砕媒体
１３　供給ポンプ
１４　スラリー供給配管
２１　本体
２２　引き抜きポンプ
２３　散気装置
２４　泡沫排出口
２５　スラリー供給口
２６　閉回路システム

【図１】

【図２】

【図３】
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